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病院局が発注する建設工事において、民間の技術開発を積極的に活用し、経費の縮減を図るための施工方法等

に関する提案を受け付ける入札時ＶＥ方式の試行については、川崎市入札時ＶＥ方式試行要綱の規定を準用する。

この場合において、「川崎市」又は「本市」若しくは「工事依頼局」とあるのは「病院局」に、「契約課長」とあるのは「経営

企画室の会計を担当する担当課長」に、「契約係長」とあるのは「経営企画室の契約を担当する担当係長（課長補佐を

含む。）」に読み替えるものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１７年６月１０日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１8 年 4 月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 


